
■市民の皆様からいただいた 「市長への手紙」に対する、回答の内容をまとめました。

○対象となつた市長への手紙    :
うち回答済みの件数      :
うち回答作成中の件数     :

○対象とならなかつた市長への手紙 :

6件 (た だ し、匿名等で回答 していない市長への手紙は除く。)

6件
0件

35件 (匿名、回答不要、市政に直接関係のない内容のもの。)

■回答 したもの (受付年月平成 30年 11月 分)

※回答済みのもののうち、 1件は個人情報に関する趣旨となってお り、下記に内容を掲載 してお りませんので御了承下さい。

対応状況凡例 :○ =手紙の内容に応 じて対応済

△=手紙の内容を検討中

×=手紙の内容に対応できない

N0 種別 件名 要 旨
対応

所管課
内容 状況

1 手紙
市職員の態度につ

いて

市役所で〇〇のことを言つたら、それは〇〇課だ

ね、そちらへ行けと言われました。なんでそちらで

話をしてくれないのですか。

こちらは、親切心で○○のことを言いに来たの

に。他人事のような対応。

市の職員は、市民に奉仕する精神ではなく、市民

が職員に奉仕せよと言わんばか り。あべこべ対応で

した。腹が立つことこの上ない。

市民の皆様からのす ぐやる課への御要望は、道水

路に関連する新設、修繕などの内容が主なものです

が、その他生活に関連 した多くの御要望をいただい

てお ります。その中には、○○様の御要望のように他

部署が担当する案件もあり、速やかに担当する部署
へ報告 し対応を依頼 してお ります。 しか しなが ら、

様々な事情で処理に時間がかかつて しまうこともあ

り、大変申し訳なく存 じます。

今回の御要望につきましては、あらためて担当謀
へ確認をしたところ、水道管の漏水につきましては、

漏水 した箇所が私有管だつたため、所有者 との話に

時間がかか りましたが、その後に話がまとま り補修

が完了 し、また、自転車不法投棄については、環境課

にて撤去 したことが確認できました。○○様が来庁

された際に、同様の対応をしていればその場で御報

告できたものと深 く反省 してお ります。職員には丁

寧な対応を徹底するよう指導いたしました。

○

す ぐや る課

36-7152



2 手紙
市役所での手続き

について

市役所に手続きに来所 し、書類を提出すると、委

任状が必要とのことで、受け取ってもらえなかった

です。

島田市役所は日曜 日はやつてないと。

ならば、休みを取つて来ているのです。書類を渡

す時、本人以外の場合はと、委任状の話まで頭が回

らないですか !?み んな働いているのですよ !何

度も来なくてはならないですか !

普段、日曜 日以外、休めない人はたくさんいます。

もつとしつか り教育 してください。ちゃんとした人

を採用 してください。日曜 日も月 1回開所 しなきゃ

だめ !

御指摘いただきました○○の申請について、職員
の説明不足によりお越 しいただいた際に手続きがで

きず、申し訳ありませんでした。

○○の申請は、遠方から申請にお越 しになる方も
いらつしゃいますので、御指摘のとお り 1回で手続

きが終わるよう、様々なケースを想定 して案内をす
べきでした。

○○様から今回、御指摘いただきました○○の申

請時に必要となる書類の案内については、案内漏れ

をなくすために申請時の持ち物などを記 した文書を

お渡 しすることとしました。

また、日曜 日の開庁については、自治体ごとに実施

状況が異なっています。当市では、月・水 。金曜 日に

は午後 7時 まで、また土曜 日も正午まで開庁して、住

民票の写 しの交付などを行つてお ります。

今後はお客様からの御意見を待つて改善等をする
のではなく、常に向上,さをもち、お客様の立場に立っ

たより良い対応ができるよう努めてまい りたいと考

えています。

○
市民課

36-7194

3 メール

島 田市 も路上喫煙

禁止条例 を制定 し

て下さい

三年ほど前に東京か ら転勤で島田市に引っ越 し

て来ました。現在結婚をし、島田市で家を建て生活

をしています。 これから子供を考えているのです

が、一点不安な点があります。それは路上喫煙の多

さです。 金谷駅、島田駅の駅前は路上喫煙者が多

すぎます。隣の藤枝市は路上喫煙禁止条例を作って

います。是非島田市も安,さ して子供が生活できるよ

う整備をお願い致 します

○○様から御指摘をいただきましたJR金谷駅・島

田駅前での喫煙状況につきま しては、決 して好まし

い環境 とは言えないものと存 じます。

当市では、「島田市ごみのない美 しいまちづくり条

例」において、たばこの吸い殻等のポイ捨て禁上につ

いては、市民の皆様の責務 として定めるなど、美 しい

まちづ くりの推進に努めているところでございま

■ヽ。

また、健康増進法や今年施行 された静岡県受動喫

煙防止条例において、喫煙をする際、望まない受動喫

煙 を生 じさせ ることがないよ う周囲の状況に配慮

し、努めなければならないと規定 していることもあ

り、現段階において、路上喫煙禁止条例を制定するこ

とは考えてお りません。

当市では、これらの法令を基に、施設管理者等への

啓発や広報紙での周知啓発を行 うなど、喫煙者が節

度を持ってマナーを守るようたばこの吸い殻等のポ

イ捨て禁止や、望まない受動喫煙の防 止等に一層取

り組んで参りたいと考えてお ります。

○
環境課

35-3744



4 手紙
どての草を刈 つて

ください

草刈について、すぐやる課に電話 しました。道で

ない、り||に 草生しているのであれば刈る。以前は市

で刈つてくれた。なぜ刈ってくれないのか ?

※草つるが、柵を乗り越えてきている。

市長もお忙 しいので、体に気をつけて下さい。

市が管理 しているや道路や水路の除草作業につき

ましては、その区域が広範囲にわたるため、地元町内

会や道路・水路愛護団体の皆様など、多くのrr3L様 のお

力添えをいただきながら実施 してお ります。

○○様から御要望をいただいた箇所は、隣接する

伊太川が深 く作業に危険がともなうため、市が直接

除草を実施す るのが適切であると考えてお ります

が、当該箇所はフェンスに囲まれてお り、通行する人

もいないことか ら、他 と比較 して優先順位が低 くな

つたものでございます。

計画的に除草する箇所ではないと考えてお ります

が、必要に応 じて、雇用促進住宅側の除草作業を行つ

てまい ります。

○
す ぐや る課

36-7152

5 メール

税金 の使 い道 と税

金の支払い方法

東海 パル プの 交差

点 の信 号機 につ い

て

市役所を新たに建てなおす と聞きました。今の市

役所は、耐震補強をしてありますが、市民からの税

金で支払つてるのですか ?新たに建てるのであれ

ば税金の無駄遣いの様な気が します。

私もおおるりを利用 しますが、市民会館などの建

物 も建てるべきではないですか ?おおるりで合唱
コンクールなどやると時間で入れ替え市」で行 うの

で面倒です。

あと、先 日、税の分納のお願いに行きました。今

月分は経済的に厳 しかつたのでここ、3年 ぐらい納

付期限に一回で支払つているのですが、女性職員の

方に対応 してもらつたところ、分納 しても次の月に

上乗せ されるので支払いが大変にな りますよ、と言

われ、確かにそ うだけど、相変わらず頭、堅すぎで

すね。本当に冷たい感 じでの対応で した。以前から

何度 も言つている様に改善がみ られないので非常

に残念です。 高すぎます。

東海パルプの近くの交差点で静鉄ス トアーから

来る道の交差点の信号機が大井神社か ら金谷方面

に夕方向かうと、西日で信号機が見えず らいです、

特に右折時、時差式信号機なのですが矢印信号機に

替えてほしいです。

まず、「税金の使い道 (市役所の建て替え等)」 につ

きま して、現庁舎の耐震補強工事は、平成 14年 度

(2002年度)に実施いたしましたが、建築から56年が

経過 してお り、南海 トラフ巨大地震が発生 した場合

に想定される震度 6強の揺れに見舞われたとき、老

朽化 した設備の不具合等により、災害時の指揮命令

系統の確保や通常業務の継続が困難 となることが想

定されます。

平成28年 4月 に発生 した「熊本地震Jで多くの自治

体の庁舎が損壊 し、行政機能が停止 して しまったこ

とを教]に、災害発生時に市民の皆様の安′心安全を

支える拠点 としての庁舎のあり方を改めて考え、建

て替えについて決断 したものでございます。

また、新たな文化施設の整備については、特に災害

発生時に市民生活への影響が大きい庁合の建て替え

を最優先させるため、当面の間、プラザおおるりに必

要な改修を加えなが ら文化振興にかかる機能を維持

していくこととしま した。御不便をお掛けしてお り

ますが、御理解いただきますようお願いいた します。

次に、「税金の支払い方法」ですが、窓口応対につ

きましては、親切、丁寧な応対を心掛けるよう努力 し

ているところであ りますが、○○様に不愉快な思い

を与えて しまつたことにつきましては、深 くお詫び

申し上げます。

さて、皆様に御加入いただいている健康保険制度

については、突然被保険者の皆様を襲 う病気やけが

×

○

資産活用課

36-7124

国保年金課

36-7178

生活安心課

36-7144



に備え、被保険者様の所得等、負担能力に応 じて御負

担をいただき、相互に扶助をする制度です。こうした

点を御理解いただき、納税につきましては、御協力い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。

次に、「特種東海製紙交差点の信号機」につきまし

ては、西日で信号機が見えにくいため、矢印信号機に

ならないかとの御提案があ りましたことを、信号機

を設置、管理 してお ります島田警察署に対し、伝達い

た しました。

島田警察署でも、西日が当たつた際に点灯 してい

るように見える既存の信号機か ら、それらの現象を

防止出来るLED式信号機への変更を順次、進めてお り

ますが、市役所からもこの信号機の早期LED対応や点

灯時間の改善等を、改めて提言 してまいります。


